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「三重県公益認定法人等年次報告」について 
 
 公益法人制度の抜本的改革を進めるため、いわゆる公益法人制度改革３法が平成 20 年

12 月 1 日より全面的に施行され、一定の要件を満たせば登記のみで設立できる一般社団・

一般財団法人と、これらの法人のうち別に法律で定める基準を満たしていると認められる

ものは、公益認定を受けて公益社団・公益財団法人となるという制度が創設されました。 

 三重県公益認定法人等年次報告は、公益社団法人・公益財団法人及び公益信託に関して、

三重県公益認定等審議会及び県が所管する公益信託に関する条例（平成 14 年三重県条例第

42 号。以下「条例」といいます。）第 42 条、三重県公益認定等審議会及び県が所管する公

益信託に関する条例施行規則（平成 14 年三重県規則第 57 号。以下「規則」といいます。）

第 31 条及び三重県教育委員会の所管に属する公益信託の許可等に関する規則（平成 14 年

三重県教育委員会規則第 21 号。以下「教育委員会規則」といいます。）第 31 条に基づき取

りまとめ、公表するものです。 

 

公益法人制度改革３法 次の３つの法律を指します。 

 ・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法律第 48 号） 

・ 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号） 

・ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関す 

る法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成 18 年法律第 50 号） 

 

条例第 42 条 知事等は、公益認定法人の業務及び財産の状況、公益信託に係る信託事務及び財産の状況並びに公益認定

法人及び公益信託に係る指導、許可、認可、監督及び検査の状況を、規則で定めるところにより、毎年 1回、年次報告

として取りまとめ、これを公表しなければならない。 

 

規則第 31 条 条例第 42 条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。 

 1 公益認定法人及び公益信託の現況及びその制度の概要 

 2 知事が所管する公益認定法人及び公益信託の現況 

 3 知事が所管する公益認定法人及び公益信託に対する指導内容等 

 4 その他知事が必要と認める事項 

 

教育委員会規則第 31 条 条例第 42 条の年次報告は、次に掲げる事項について取りまとめるものとする。 

 1 公益信託の現況及びその制度の概要 

 2 教育委員会が所管する公益信託の現況 

 3 教育委員会が所管する公益信託に対する指導内容等 

 4 その他教育委員会が必要と認める事項 
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第 1 章 公益認定法人制度の概要 

 

第 1 節 公益認定法人の位置付け 

 
１ 公益法人の制度改革 

 
 平成 20 年 12 月に施行されたいわゆる公益法人制度改革 3 法において、これ

まで民法において規定されていた民法法人の制度を廃止し、事業の公益性の有

無にかかわらず、登記によって法人格を簡便に取得できる一般社団・一般財団

法人の制度が創設され、このうち、行政庁が第三者機関の答申を受けて公益性

が高いと判断した法人が、公益社団・公益財団法人（以下この報告において「公

益認定法人」といいます。）として認定されるという 2 階層の構成をとることと

なりました。 
 
２ 広義の公益法人等 

 
 1 による公益認定の制度に加え、特別法に基づいて設立される公益を目的とす

る法人を含めて、広義の公益法人ということがあります。その例としては、学

校法人（私立学校法）、社会福祉法人（社会福祉法）、宗教法人（宗教法人法）、

医療法人（医療法）、更生保護法人（更生保護事業法）、ＮＰＯ法人（特定非営

利活動促進法）等があります。 
 また、特別法の規定に基づく、公益も営利も目的としない中間的な団体とし

ては、例えば、労働組合（労働組合法）、信用金庫（信用金庫法）、協同組合（各

種の協同組合法）、共済組合（各種の共済組合法）等があります。 
 
第 2 節 公益認定法人に関する法制度 

 
1 公益認定法人制度の法的根拠 

 
 公益認定法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（平成 18 年法

律第 48 号。以下「一般法人法」といいます。）に基づき設立された法人のうち、

公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成 18 年法律第 49 号。

以下「認定法」といいます。）第 5 条に規定する基準を満たすものとして、行政

庁が国の公益認定等審議会又は都道府県に置かれる合議制の機関への諮問・答

申を経て認定した法人であり、法人の設立、組織、定款、登記、能力、解散等
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の一般的な事項については、一般法人法に規定され、公益認定法人として認定

されるための基準については、認定法に規定されています。 
 
2 三重県における条例等の整備 

 
 三重県においては、公益認定申請を受けた行政庁である知事の諮問に対し、

法人が行う事業の公益性について審議し、知事に答申を行うための合議制の機

関である三重県公益認定等審議会を設置するとともに、知事又は教育委員会の

所管に属する公益信託に係る許可等の手続等を定めることにより、公益信託に

係る制度について、透明性の高い、効率的かつ公正な運用を図り、もって地方

分権の時代にふさわしい公益を実現するために、全国に先駆けて制定されたこ

れまでの条例を公益法人制度改革にあわせて「三重県公益認定等審議会及び県

が所管する公益信託に関する条例（平成 14 年三重県条例第 42 号。以下「条例」

といいます。）として改正しています。 
  
第 3 節 公益認定法人に対する監督 

 
1 総論 

 

 公益認定法人として認定された後においても、公益認定法人としてふさわし

い運営を確保するためには、引き続き認定基準を満たした上で事業を実施して

いくことが必要であり、認定後も引き続き基準に合致しているか、適正な運営

が行われているか等、法人自治を前提としつつ、必要な限度において行政庁の

監督が重要であると考えられます。 
 
2 監督の基本的な考え方 

 
 平成 20 年 11 月 21 日付けで内閣府から発出された「監督の基本的考え方」に

おいて、次のような考え方で新公益法人（新制度の公益社団法人及び公益財団

法人をいいます。以下同じ。）の監督に望むことを基本とされました。 
（1）法令で明確に定められた要件に基づく監督を行うことを原則とする。 
（2）法人自治を大前提としつつ、民による公益の増進のため新公益法人が新制

度に適切に対応できるよう支援する視点を持つ。 
（3）制度への信頼確保のため必要がある場合は、問題ある新公益法人に対し、

迅速かつ厳正に対処する。 

 2



 3

（4）公益認定申請等の審査、定期提出書類等の確認、立入検査などあらゆる機

会を活用して法人の実態把握に努める。 
 
3 監督の具体的措置の範囲 

 
 監督は、行政庁及び法律で行政庁の権限を委任等された合議制の機関が、公

益認定法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、行われ

るものです。 
 公益認定法人については、認定法第 2 章第 3 節に「公益法人の監督」が設け

られ、報告徴収、立入検査、勧告、命令、認定の取消し等の規定が置かれてい

るほか、他節に規定されている変更の認定、定期的な事業報告等も公益認定法

人の事業の適正な運営を確保するための措置であり、これら全体を監督の具体

的な措置としてとらえることとしています。 
 
4 三重県における監督を行うための仕組み 

 
 三重県においては、認定法第 3 条第 2 号の規定により知事が行政庁となりま

すが、公益認定法人の目的を所管し、又は目的に関係する知事部局各室、教育

委員会事務局教育総務室、警察本部各課をそれぞれ所管室（課）として、3 に述

べた監督の具体的な措置について、公益認定法人の監督を行うこととしていま

す。 
 知事部局においては、公益認定法人を所管する各室が直接、監督を行うこと

としています。また各部局に当該部局内の公益認定法人業務の総括及び検査を

担当する室が置かれています（検査については、各担当室が実施を予定してい

る部局もあります。）。 
 教育委員会においては、教育委員会事務局教育総務室が教育委員会関係の公

益認定法人を直接、監督するとともに、検査を実施することとしています。 
 警察本部においては、警務部警務課の調整の下で、公益認定法人を所管する

各課が直接、監督及び検査を行っていくこととしています。 
総務部法務・文書室は、条例を所管する担当室として、また合議制機関の事

務局として、各部局等に対して総合調整を行っていくこととしています。 
 



第 2 章 三重県における公益認定法人の現況 

 

 本県における公益認定を受けた公益認定法人は、平成 21 年 7 月末日現在で 0

法人であるため、条例第 42 条の規定に基づき本章において記載すべき事項は、

該当がありません。 

 （なお、平成 21 年 11 月 2 日付けで公益社団法人みえ犯罪被害者総合支援セ

ンターが公益認定法人への移行登記を完了しております。） 

 

第 3 章 三重県における公益認定法人の監督状況 

 

公益認定法人に対する監督については、第 1 章第 3 節のとおり、公益目的事

業を適切に実施しているかどうかを適宜確認していくため、認定法の規定に基

づく各種の報告徴収、立入検査等を実施していくこととされております。ただ、

本県における公益認定を受けた公益認定法人は、平成 21 年 7 月末日現在で 0 法

人であるため、同法に基づく報告、立入検査は実施されておりませんので、条

例第 42 条の規定に基づき本章において記載すべき事項は、該当がありません。 
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第 4 章 三重県における公益信託の現況 

 

 第 4 章「三重県における公益信託の現況」の基礎となった数値は、

平成 20 年度公益信託概況調査（調査時点平成 20 年 12 月 1 日）によっ

ています。 

※ 第 4 章における（ ）内の数値は、前年値です。 

 

第 1 節 公益信託制度の概要 

 

1 公益信託の定義 
 

 公益信託とは、公益信託ニ関スル法律（大正 11 年法律第 62 号）に

基づき、委託者が祭祀、宗教、慈善、学術、技芸その他一定の公益目

的のため、受託者に対してその財産を移転し、受託者をしてその公益

目的に従ってその財産を管理又は処分させ、もってその公益目的を実

現しようとする制度です。 

 
2 公益信託の特色 
 

 公益法人においては、法人という新たな法主体を創設し、これが公

益目的のために自律的活動を行うものであるのに対し、公益信託にお

いては、拠出された財産（信託財産）が既存の法主体である受託者に

名義上帰属し、設定された公益目的のため受託者の固有財産とは別に

管理、運用されていくものであって、両者の法律的構造は異なります。

また、公益法人においては、永続的又は相当長期間にわたってその存

続が予定されているのに対し、公益信託においては、信託の制度上、

設定の期間が比較的短期のものでも可能であるなど、より弾力的な運

用が可能です。 

 
3 公益信託の仕組み 
 

 公益信託は、委託者が受託者との間で一定の公益目的のために財産

を信託する信託契約を締結することにより、又は委託者の遺言により、

信託の法律関係をつくり、これについて受託者が、主務官庁の許可を

受けることによって成立します。 

 公益信託は、主務官庁の監督に属し、受託者は、信託行為の定める

ところに従って、自己の名で信託財産を管理、処分して公益事業を営

みます。信託財産は、受託者に移転されますが、受託者の固有財産と

は区別されます。受託者は、その事務処理について善管注意義務等を

負い、信託義務違反に対しては損失てん補をしなければなりません。 
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4 公益信託に対する統一的な指導監督等の基準 
 

 公益信託に対する適正な指導監督等を行うための統一的基準として、

平成 6 年 9 月 13 日に公益法人等指導監督連絡会議で決定された「公益

信託の引受け許可審査基準等について」があり、主務官庁においては、

この基準にのっとった指導監督等が行われています。 

 
5 公益信託の税制 
 

 公益信託に財産を拠出したときの税制として、個人・法人の双方に

つき、特定の公益信託のために支出した金銭についてのみなし寄付金

制度等、各種の優遇措置があります。 

 

第 2 節 公益信託の現況 

 
1 公益信託の数及び信託財産 
 
 表1は、信託数及び信託財産の状況を示したものです。 
 
（表1）信託数及び信託財産の状況 

信託財産規模別信託数 

信託数 
1千 万 円

未満 

1千万円以 上

5千万円未満 

5千万円以 上

1億円未満 
1億円以上

信 託 財 産

合計金額 

（千円） 

信 託 財 産

平均金額 

（千円） 

3 

(3) 

 1 

(1) 

 2 

(2) 

0 

(0) 

0 

(0) 
 56,221 

(56,156) 

18,740 

(18,719)

 

2 信託目的別信託数 
 

  信託目的別では、奨学金支給 1(1)、教育振興 1(1)、その他 1(1）

となっています。 

 

3 授益行為の状況 
 
  表2は授益行為の状況を示したものです。 
 

（表2）平成19年度までの授益行為の状況                  （単位：千円） 

授益行為状況 

個 人 任意団体 法人 合計 

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 

183 

(178) 

10,490 

(10,160)

139 

(139) 

18,212 

(18,212)

50 

(39)

9,923 

(7,589) 

372 

(356) 

38,625 

(35,961)

                        6



所管部局 委託者 受託者
引受許可
年月日

信託目的

生活・文化部 北川  和彦
中央三井信託銀行
㈱

H2.6.8
奨学金支給
（就職進学支度金支給）

生活・文化部
四日市NPOひろば
四日市市

中央三井信託銀行
㈱

H12.6.27 市民活動育成

教育委員会 賀川  ヒサ子
三菱ＵＦＪ信託銀
行㈱

S60.10.24 教育振興ジャスミン高齢者教育振興基金

公益信託一覧表

名 称

鈴鹿市交通遺児育成援助基金

四日市市民活動ファンド

７
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